
○ 江 田 島 市 ま ち ・ ひ と ・ し ご と 創 生 有 識 者 会 議 設 置 要 綱  

平 成 ２ ７ 年 ７ 月 ７ 日  

告 示 第 ５ ２ 号  

（ 設 置 ）  

第 １ 条  本 市 に お け る 、 ま ち ・ ひ と ・ し ご と 創 生 法 （ 平 成 ２ ６ 年 法

律 第 １ ３ ６ 号 ） の 推 進 そ の 他 地 方 創 生 に 関 す る 事 項 に つ い て 、 有

識 者 か ら 専 門 的 な 見 地 に 基 づ く 意 見 を 聴 取 す る た め 、 江 田 島 市 ま

ち・ひ と・し ご と 創 生 有 識 者 会 議（ 以 下「 有 識 者 会 議 」と い う 。）

を 置 く 。  

（ 所 掌 事 務 ）  

第 ２ 条  有 識 者 会 議 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 検 討 し 、 意 見 を 述

べ る 。  

(１ ) ま ち ・ ひ と ・ し ご と 創 生 法 の 推 進 に 伴 う 、 江 田 島 市 人 口 ビ

ジ ョ ン 及 び 江 田 島 市 総 合 戦 略 の 策 定 に 関 す る こ と 。  

(２ ) 江 田 島 市 人 口 ビ ジ ョ ン 及 び 江 田 島 市 総 合 戦 略 の 検 証 に 関 す

る こ と 。  

(３ ) そ の 他 本 市 に お け る 地 方 創 生 に 関 す る こ と 。  

（ 組 織 ）  

第 ３ 条  有 識 者 会 議 は 、 別 表 に 掲 げ る 団 体 が そ の 構 成 員 の 中 か ら 推

薦 す る 者 等 を 委 員 と し て 組 織 す る 。  

（ 委 員 の 任 期 ）  

第 ４ 条  委 員 の 任 期 は 、 委 嘱 の 日 か ら 、 そ の 日 の 属 す る 年 度 の 翌 年

度 の 末 日 ま で と す る 。 た だ し 、 委 員 が 欠 け た 場 合 の 補 欠 委 員 の 任

期 は 、 前 任 者 の 残 任 期 間 と す る 。  

２  公 職 等 に あ る 委 員 が 任 期 中 に そ の 職 を 離 れ た と き は 、 委 員 を 辞

任 し た も の と み な す 。  

３  委 員 の 再 任 は 、 こ れ を 妨 げ な い 。  

（ 座 長 ）  

第 ５ 条  有 識 者 会 議 に 座 長 を 置 き 、 座 長 は 、 委 員 の 中 か ら 市 長 が 指



名 す る 。  

２  座 長 は 、 会 議 の 会 務 を 総 理 し 、 会 議 の 議 長 と な る 。  

３  座 長 に 事 故 あ る と き 、 又 は 座 長 が 欠 け た と き は 、 あ ら か じ め 座

長 が 指 名 す る 委 員 が そ の 職 務 を 代 理 す る 。  

（ 会 議 ）  

第 ６ 条  有 識 者 会 議 は 、 座 長 が 招 集 す る 。  

２  有 識 者 会 議 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 有 識 者 会 議 に 委 員

以 外 の 者 の 出 席 を 求 め 、 そ の 意 見 又 は 説 明 を 聴 く こ と が で き る 。  

（ 庶 務 ）  

第 ７ 条  有 識 者 会 議 の 庶 務 は 、企 画 部 企 画 振 興 課 に お い て 処 理 す る 。 

（ 委 任 ）  

第 ８ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 有 識 者 会 議 の 運 営 に 関 し 必

要 な 事 項 は 、 市 長 又 は 有 識 者 会 議 が 別 に 定 め る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ７ 年 ７ 月 ７ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 令 和 ２ 年 ４ 月 １ ０ 日 告 示 第 ３ ０ 号 ）  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ２ 年 ４ 月 １ ０ 日 か ら 施 行 し 、 改 正 後 の 江 田 島 市

ま ち ・ ひ と ・ し ご と 創 生 有 識 者 会 議 設 置 要 綱 の 規 定 は 、 令 和 ２ 年 ４

月 １ 日 か ら 適 用 す る 。  

附  則 （ 令 和 ３ 年 ３ 月 ２ ６ 日 告 示 第 ２ ０ 号 ）  

こ の 要 綱 は 、 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則 （ 令 和 ４ 年 ４ 月 ２ ７ 日 告 示 第 ３ ６ 号 ）  

こ の 告 示 は 、 令 和 ４ 年 ４ 月 ２ ７ 日 か ら 施 行 す る 。  

別 表 （ 第 ３ 条 関 係 ）  

分 野  団 体 名 等  

住 民 組 織 等  江 田 島 市 自 治 会 連 合 会  

江 田 島 市 PTA連 合 会  

江 田 島 市 認 定 こ ど も 園 保 護 者 会  



江 田 島 市 交 流 定 住 促 進 協 議 会  

産 業 団 体  江 田 島 市 農 業 委 員 会  

江 田 島 市 漁 業 振 興 協 議 会  

江 田 島 市 商 工 会  

一 般 社 団 法 人 江 田 島 市 観 光 協 会  

教 育 機 関  広 島 県 公 立 大 学 法 人 県 立 広 島 大 学  

金 融 機 関  広 島 銀 行 （ 市 内 所 在 の 支 店 ）  

官 公 庁  厚 生 労 働 省 広 島 労 働 局 呉 公 共 職 業 安 定 所  

広 島 県 健 康 福 祉 局  

 


